
槽
か
ら
の
切
替
え
の
場
合
で　

万
円
く
ら
い
、

50

汲
み
取
り
式
か
ら
の
切
替
え
で
は　

万
円
く
ら

80

い
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
条
件
に
よ
っ
て
は
も
っ
と
安
い

工
事
費
で
済
む
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
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毎
月
の
下
水
道
使
用
料
は
い
く
ら
で
す

か
？

右
の
料
金
表
の
と
お
り
で
す
。
上
水
道
の

使
用
水
量
を
基
準
に
し
て
毎
月
、
水
道
使

用
料
と
い
っ
し
ょ
に
請
求
、
お
支
払
い
い
た
だ
き

ま
す
。
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庭
で
散
水
に
使
っ
た
水
は
下
水
道
に
は
流

れ
て
い
な
い
の
に
、
下
水
道
使
用
料
が
か
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う
ち
は
浄
化
槽
を
設
置
し
て
い
る
の
で
、

日
常
は
水
洗
ト
イ
レ
と
変
わ
ら
な
い
と

感
じ
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
下
水
道
に
接
続
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
ん
で
す
か
？

は
い
、
接
続
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

浄
化
槽
に
は
、
単
独
浄
化
槽
と
合
併
処
理

浄
化
槽
が
あ
り
ま
す
。
単
独
浄
化
槽
の
場
合
は
、

ト
イ
レ
以
外
の
お
風
呂
や
台
所
な
ど
の
生
活
排

水
は
未
処
理
の
ま
ま
川
や
海
に
流
さ
れ
て
い
ま

す
。
合
併
浄
化
槽
の
場
合
は
、
す
べ
て
の
生
活

排
水
が
処
理
さ
れ
ま
す
が
、
管
理
が
適
正
に
さ

れ
な
け
れ
ば
、
浄
化
さ
れ
て
い
な
い
水
が
排
出

し
環
境
汚
染
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。

　

下
水
道
法
で
、
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に

な
っ
た
区
域
で
浄
化
槽
を
お
使
い
の
方
は
、
速

や
か
に
下
水
道
へ
接
続
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
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下
水
道
接
続
の
工
事
に
か
か
る
費
用
は

ど
れ
く
ら
い
で
す
か
？　

設
置
す
る
水
洗
便
器
の
種
類
や
、
工
事
す

る
箇
所
の
立
地
、
建
物
の
大
き
さ
や
水
周

り
の
位
置
等
に
よ
り
、
本
管
ま
で
の
配
管
の
長

さ
が
違
う
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
に
よ
っ
て

か
な
り
違
い
ま
す
。

　

今
ま
で
町
内
で
行
わ
れ
た
工
事
で
は
、
浄
化
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か
る
ん
で
す
か
？

は
い
。
水
道
の
使
用
水
量
に
よ
り
算
定
す

る
た
め
、
下
水
道
使
用
料
が
か
か
り
ま
す
。

た
だ
し
、
別
メ
ー
タ
ー
を
取
り
付
け
る
な
ど
明
確

な
根
拠
が
あ
れ
ば
、
適
応
除
外
す
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。（
そ
の
場
合
、
メ
ー
タ
ー
等
の
設
置
費
は

個
人
負
担
で
す
）
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下
水
道
に
す
る
と
、
汲
取
り
便
所
や
浄
化

槽
よ
り
も
、
負
担
が
増
え
る
ん
で
し
ょ
う
。

ど
の
く
ら
い
差
が
あ
り
ま
す
か
？

2
人
世
帯
の
場
合
を
例
に
す
る
と
、
次
の

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

下
水
に
接
続
済
の
2
人
世
帯
の
１
ヵ
月
の
使
用

水
量
の
平
均
は　

ｔ
で
、
下
水
道
使
用
料
は
月
額

13

2
、3
4
0
円
。
年
額
の
平
均
は
約
2
8
、0
0
0

円
で
す
。（
前
頁
の
料
金
表
を
参
照
く
だ
さ
い
）

　

汲
取
り
便
所
の
場
合
は
、汲
み
取
り
料
金
の

年
額
平
均
が 
お
よ
そ
1
2
、0
0
0
円
弱
。下

水
道
使
用
料
の
半
分
以
下
で
、差
し
引
く
と
年

間
約
1
6
、0
0
0
円
が
負
担
増
と
な
り
ま
す
。

　

簡
易
水
洗
式
の
汲
み
取
り
の
場
合
は
、こ
の

2
〜
3
倍
の
ケ
ー
ス
が
多
い
よ
う
で
す
が
、使

用
料
は
ほ
ぼ
同
額
、若
し
く
は
減
額
に
な
る

ケ
ー
ス
も
あ
る
よ
う
で
す
。

　

浄
化
槽
の
場
合
、年
額
平
均
は
保
守
点
検
・
清

掃
・
法
定
点
検
を
合
わ
せ
る
と
2
8
、0
0
0
円

程
。下
水
道
の
年
間
使
用
料
と
ほ
ぼ
同
額
と
な

り
ま
す
。接
続
の
工
事
費
用
は
か
か
り
ま
す
が
、

毎
月
の
負
担
増
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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下
水
道
基
本
使
用
料
の　

％
を
毎
月
減
免

30

す
る
制
度
が
で
き
た
と
聞
き
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
接
続
す
る
世
帯
の
み
で
す
か
？

す
で
に
下
水
に
接
続
し
て
い
る
世
帯
も
対

象
に
な
り
ま
す
。
先
月
号
で
も
お
知
ら
せ

し
ま
し
た
が
、
該
当
す
る
方
は
忘
れ
ず
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
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下
水
道
の
工
事
は
ど
こ
に
申
し
込
め
ば

い
い
の
で
す
か
？

上
記
の
羽
幌
町
が
指
定
す
る
排
水
設
備

指
定
工
事
店
一
覧
の
中
か
ら
工
事
店
を

選
ん
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

指
定
工
事
店
が
設
計
、
見
積
も
り
等
を
し
て
、

工
事
申
請
か
ら
完
了
報
告
、
補
助
金
申
請
な
ど

の
手
続
き
も
申
請
者
に
代
わ
っ
て
行
い
ま
す
。
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※
下
水
道
へ
の
接
続
工
事
に
つ
い
て
、ま
た
下
水
道

使
用
料
や
補
助
制
度
に

つ
い
て
、小
さ
な
疑
問
に

も
お
答
え
し
ま
す
。

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。 

�

�

62-2027南７の５  サワスイ (有）

62-1816北３の２  (株）道北土木

62-2166南大通5  (株）北一組

62-1719南１の６  (株）工藤工務所

62-1054栄町  (有）山口興業

62-3069幸町  (有）逢坂建設

62-2556南４の５  (有）長谷川組

64-2688苫前町字苫前  北開建設工業 (株）

62-5888南大通２  (有）羽幌水道設備

62-3309北４の２  鈴木住設機器

62-6575北４の２  南部興業

73-9618旭川市末広東1-1  (株）グラシアス

 �������������������        ����������
62-2450南町  (株）水上建設工業所

62-1844南６の５  (有）石川土木工業

62-1302幸町  (株）行町工業所

62-1600南１の１  (有）マツダ興業

62-2864幸町  (有）芳賀建設

62-2439南町  (有）山岸建設

62-1743南５の２  (株）河野建設

62-2217北大通３  (株）土屋建設

42-3311留萌市栄町  (株）ハチロ

62-3592北大通１  北日本設備 (株）

62-5031幸町  (有）イワサキ設備機器

65-3156苫前町字古丹別  (有）エンジニヤ商会

【羽幌町排水設備指定工事店一覧】
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超過料金基本料金用途

  (1tにつき) 180円 1,440円   (8tまで)  家庭用
  (1tにつき) 180円 3,600円  (20tまで) 営業用
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【 下水道使用料　料金表 】　　
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